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はじめに

　米国において広範に影響力のある芸術教育の大綱と

しては，1994年に策定された全米芸術教育標準が挙げ

られる。この標準は音楽，美術，演劇，ダンスの４つ

の芸術教育分野で構成されており，各分野の米国内で

の教育の共通性を担保することに貢献している。音楽

教育については活動の内容を示す９つの内容標準が定

められており，それぞれについて段階ごとに細分化

された達成標準が定められている。聴取に関しては，

「内容標準６　音楽の聴取，分析，説明」において達

成標準が定められている１）。この標準に教育内容を決

定するだけの強制力はなく，州や学区は独自の教育標

準を作成するものの，「2000年の目標：アメリカ教育

法（Goals 2000: Educate America Act）」を背景として

いること，それぞれの芸術教育の分野で影響力のある

団体が作成に関与していることや，州を越えた共通性

を特徴とすることから，教科書などでも教育標準との

関連性が示されるなど，当該分野の芸術教育が学校に

存在する限りにおいて指針は一定の機能を果たしてい

る。

　一方で，全米芸術教育標準自体は策定から20年が経

過しており，新しい標準作成の試みが行われていると

ころである。そこで本稿では，現在作成途上である米

国コア芸術標準（National Core Arts Standards）に関し

て「米国コア芸術標準：芸術学習の概念枠組（National 

Core Arts Standards: A Conceptual Framework for Arts 

Learning）」（以下「概念構成」）と，第８学年までの

草案段階の音楽の芸術標準の検討を通して２），教育標

準の草案における聴取の位置づけを明らかにする。

１．米国コア芸術標準

　米国コア芸術標準は，2009年の会合から構想がは

じまった全米芸術教育標準に続く次世代の米国規模

の芸術教育標準（案）であり，芸術教育諸団体が参

画する NCCAS（米国コア芸術標準連合：The National 

Coalition for Core Arts Standards）を母体として草案の

作成が進められている。2014年１月は Pre K から第12

学年までの草案の公開審査段階にある３）。この連合に
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要旨

　米国の音楽教育の標準における聴取の位置づけを明らかにするために，現行の全米芸術教育標準に次ぐ芸術教育

標準の構想である米国コア芸術標準に関する説明文書「芸術学習の概念枠組」及び米国コア音楽標準草案を手掛か

りに聴取の位置づけを検討した。米国コア芸術標準は，芸術の素養のある市民の育成を目的に，諸芸術に共通する

プロセスを基盤とした標準の作成を意図している。米国コア音楽標準草案では，創造，演奏，反応の３つの芸術の

プロセスのプロセス構成要素を基盤として標準が作成されている。反応の領域は従来の聴取に関する領域との類似

点をもつものの，反応領域は聴取という特殊な活動に限定されないものであり，聴取という独立の領域は構想され

ていなかった。音楽を聴くための基盤となる能力はその他の活動でも基盤になるものであり，創造や演奏の領域の

学習のプロセスにもその能力の育成の機能が分有される構造になっている。
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は音楽，美術，演劇，ダンス，メディアアートの５つ

の教育分野の専門職団体が関与している。

　音楽教育分野に関していえば，この構想に参加し

ているのは全米芸術標準で音楽の標準を提示した主

要な音楽教育者団体 MENC（Music Educators National 

Conference） の 後 継 団 体 で あ る NAfME（National 

Association for Music Education）であり，確定された

新標準が登場すれば，その影響力は全米規模に及ぶこ

とが想定される。

２．「芸術学習の概念枠組」からみる米国コア芸術標準

２．１．芸術教育の目的

　「概念枠組」の内容は，現在の米国で明らかに劣勢

にある芸術教育の立場を明確に反映している。芸術を

含むバランスのとれた教育がすべての子どもに不可欠

であるという立場はこれまでの芸術教育のスタンスか

ら一貫しているにせよ，現在の芸術諸教科は，「科学

や数学と同じほどにしっかりと，そして哲学や文学と

同じほどに本質的に異なる思考の道筋を与えるので」
４）とその存在理由が説明されるように，その独自の

教育上の価値を哲学や文学と争いつつ，科学や数学な

どが優位な状況で主要教科に並ぶ価値があることを証

明することで生き残りを図らなければならないのであ

る。そのため，後に21世紀スキルの重要性について説

明されることと根を同じくするのであるが，芸術が

「経済を動かす創造的・知的資本の重要な部分を生み

出している」５）ことを強調する必要に迫られている。

　現在の米国では，芸術の諸分野内での意義としては

ともかくとして，美に関する教育といった側面を中心

に論じるだけでは，公教育としての芸術教育の存続に

資する説明原理となり得ないようである。このことは，

米国コア芸術標準の基本となる概念枠組にはリーマー

の思想の，後述する標準草案の内容には目的に応じた

適切さや文脈を重んじるその後の米国の音楽教育思想

の影響が確認できることからも明らかであろう６）。

　米国コア芸術標準は，全米芸術教育標準同様に

「2000年の目標：アメリカ教育法」の理念を尊重する

学習者を中心とした教育標準である。「2000年の目標：

アメリカ教育法」では，全米規模の教育標準の策定に

ついても規定されている。第211条は全米規模の教育

標準に関する規定であり，内容標準や，生徒が何を知

り，何ができるかを規定した生徒の活動標準などの策

定手続きが定められている。米国コア芸術標準もこの

法律に準拠したものであることがうかがえる。また，

第102条（3）（A）では，すべての学校が，市民性や

生涯学習，将来の生産的雇用のために精神の十分な使

い方を学ぶことを保障するよう規定しており，米国コ

ア芸術標準も先述のとおりこの理念にコミットしよう

としている７）。

　この特徴が明確に表れているのが，諸芸術の教育が

21世紀スキルを養うと主張する点である。21世紀スキ

ルとしては，創造性と革新，批判的思考と問題解決，

コミュニケーション，協同の各能力が挙げられてお

り，「概念枠組」ではこれらの能力を養うという特徴

によって芸術教育が将来への準備になるという立場を

取っている８）。

　市民生活に不可欠な能力を養うという面を強調しつ

つ，「概念枠組」では，芸術教育の究極の目標を芸術

の素養（Artistic Literacy）として設定している。芸術

の素養のある市民は，芸術を，コミュニケーション，

創造的自己実現，文化・歴史・連結点，幸福になる手

段，コミュニティーへの参加の５つに用いると考えら

れており，これらの背景となる哲学的基盤や，芸術教

育で学ぶことによって予期できる生涯に亘る目標が示

されている９）。

２．２．米国コア芸術標準の基礎構造と特徴

　米国コア芸術標準では，生徒の知るべき，できるべ

きことを基盤にするという「2000年の目標：アメリカ

教育法」の考え方を，芸術学習のプロセス志向の側面

を強調することでさらに発展させ，芸術の目標に基づ

いた測定可能で達成可能な学習の出来事として教育標

準を位置づけようとしている10）。

　そのための手段が，固有の独特の知識，スキル，プ

ロセスをもつ諸芸術の専門分野には，分野ごとにその

内容は異なりながらも共通するプロセスの構造がある

という立場を基盤とした，プロセスのマトリックスを

諸芸術間で共有するというものである。NCCAS は独

自の調査から，多くの国で，生成／問題解決，表現／

実現，反応／鑑賞の３つの領域が存在していると結

論づけ，それらを芸術分野間に共通するプロセスとし

て採用している11）。「概念枠組」では，芸術のプロセ

スとそれぞれの構成要素を縦列に，構成要素それぞれ

に対する「永続する理解（Enduring Understandings）」，

「本質的な問い」，「学年ごとの標準」を横列に配置し

たマトリックスのイメージで，それぞれの芸術分野の

学びを統一的に把握しようと試みている12）。芸術のプ

ロセスとしては，創造，演奏・提示・制作，反応の共

通３領域と，ダンス，メディアアート，演劇のみに適

応される接続の合計４つの領域が想定されている。
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　これらのプロセスが多分に認知的な側面を重視し

たものであることが，NCCAS が定義する各プロセス

の定義から読み取れる。音楽に関する部分のみプロ

セスの定義を抜き出すなら，創造は「新しい芸術の

アイディアや作品の考案と発展」，演奏は「解釈と上

演を通じた芸術のアイディアや作品の具現化」，反応

は「理解を発展させるための芸術作品や演奏との相互

作用と内省」とされており，思考や認識のプロセス面

が強調されていることは明らかである13）。「概念枠組」

では，「芸術づくりの高度にプロセス志向で内省的な

性質のために，芸術教育は当然ながら創造的思考，論

理的推論，メタ認知を促す」14）ことから，芸術活動へ

の参加が想像，調査，構成，内省などの認知的活動の

訓練になり，それらのメタ認知活動は芸術と他の学問

分野のどちらの学習と達成にも決定的に重要であると

している15）。そして，芸術に独自のプロセスと認知活

動との関連を根拠として，「概念枠組」では「芸術を

専攻しない生徒でさえ，芸術の素養は芸術史や鑑賞の

課程に限定されず，芸術づくりの経験を含むべきであ

る」16）と，芸術教育へのすべての生徒の参加を要請し

ている。

　また，「永続する理解」と「本質的な問い」という

概念を用いてスタンダードの理解を促している点はこ

れまでにない独特な部分である。「永続する理解」は，

分野の中心となり教室での学びを超えて永続する価値

をもつような重要なアイディアや中核となるプロセス

を要約したものであり，その獲得は生徒の説明，解

釈，分析，適用，評価能力などに表れる17）。「本質的

な問い」は，生徒たちの思考を刺激し，「永続する理

解」へと導く質問となっている。これらの概念はそれ

ぞれの芸術のプロセスから学ぶことの期待されている

内容を明確化する効果を有している。

３．米国コア音楽標準草案の概要と聴取の構造

　米国コア芸術標準の音楽分野に当たる米国コア音楽

標準の草案では，音楽教育の目的を卒業後も関与を継

続し続けられるようにする自立した音楽家性の育成に

おき，３つの芸術のプロセスすべてから何かしらを学

ぶべきであるという立場を明確にしている18）。最終的

な標準にはより詳細な情報が追加掲載される予定であ

るが，草案の文言からは公開されている標準の枠組の

大幅な変更は予定されてないと理解できる19）。

３．１．米国コア音楽標準草案の構成

　米国コア音楽標準草案は創造，演奏，反応の３つの

芸術のプロセスごとに分割して作成されており，それ

ぞれのプロセスのプロセス構成要素ごとに「到達標

準（Anchor Standards）」，「永続する理解」，「本質的な

問い」，学年ごとの活動標準を一括した表が作成され

ている。「永続する理解」や「本質的な問い」は，生

徒が最終的に到達すべき水準である「到達標準」へと

至るために理解すべき内容や，糸口となる問いを言語

化したものになっており，標準の記載とは逆の順序で

「本質的な問い」を基盤に活動標準の内容にアプロー

チする形で展開されるのに適した表現になっている。

　表１は Pre K から第８学年までの芸術のプロセスの

プロセス構成要素，およびそれぞれのプロセス構成要

素の「到達標準」，「永続する理解」，「本質的な問い」

の３つの内容を一覧にまとめたものである。プロセス

ごとの構成要素は４つから５つであるが，プロセスが

諸芸術に共通するだけでなく，それぞれのプロセス構

成要素も可能な限り共通の言語で記述しようと試みて

いることが表にすると明白である。創造は独自のプロ

セスが多く「イメージづくり」「計画」「制作・評価・

改良」「提示」の４つの要素で構成されている。演奏

と反応の構成要素はほぼ共通し「選択」「分析」「解

釈」「評価」を基本としており20），演奏の独自部分と

して，４つ目の構成要素が「リハーサル・評価・改

良」に変更され，さらに「上演」が加わっている。全

プロセスの基盤となるのは，選択，内容の操作または

分析・解釈，評価，提示というプロセスであり，それ

らをプロセスの独自性から処理した分類であるといえ

よう。

　活動標準の内容の構造は，同様のプロセス構成要素

に関しては類似した内容が同学年で取り上げられてい

る点で芸術のプロセスを通じて学習内容の一貫性が担

保されているといえる。

　活動標準から理解できる学習内容であるが，Pre K

と K で教師の助言や支援を前提として，まずは基本

的な音楽行動を行うこと，好みに気づき，リズム，音

高，旋律といった基本となる要素や，テンポ，強弱な

どの表現の質に気づいたり，具体的な目的と音楽とを

関連づけて考えることを学ぶ。その後第２学年程度ま

でで，基準を与えられて／作って評価することやアー

ティキュレーションなどの表現の質について学び，技

術的正確性に注意を向けるようになる。特定の文化内

での礼儀作法等にも意識を向けることが意図されてい

る。

　第３学年から第５学年にかけては，音楽の諸要素や

技術面に関する学習も継続するものの，それ以上に，



武　内　裕　明116

表１　米国コア音楽標準の「プロセス構成要素」「到達標準」「永続的な理解」「本質的な問い」

創　造 演　奏 反　応

プロセス構成要素 イメージづくり（imagine） 選　択 選　択

到達標準 個人的な経験や関心，明確な目的
と関連した多数の音楽的アイディ
アから生成し選択する

関心，知識，能力，コンテクスト
に基づいて演奏する作品を選択す
る

明確な目的や状況が音楽の選択を
支える

永続する理解 芸術家の作品に影響を与える創造
的なアイディアや概念，感情は
様々な情報源から浮かび上がる

演奏者の関心や作品の知識，彼ら
自身の能力に対する理解，演奏の
コンテクストがレパートリーの選
択に影響を与える

個人の作品選択は，その関心や経
験，理解，目的に影響を受けてい
る

本質的な問い どのようにして芸術家は創造的ア
イディアを生成し，選択している
のか

どのようにして演奏者はレパート
リーを選ぶのか

どのようにして個人は経験する作
品を選んでいるのか

プロセス構成要素 計　画 分　析 分　析

到達標準 選ばれた音楽のアイディアを用い
る／提示するための計画を立てる

作品の構造とコンテクスト，演奏
者に向けた含意を分析する

作品の構造やコンテクストの分析
がどのように反応に影響を与える
かを説明する

永続する理解 芸術家の創造的選択は彼らの経験
やコンテクスト，表現の意図に
よって影響を受けている

歴史的／文化的コンテクストのな
かでどのように創造者が諸要素を
扱ったのかを分析することが，創
造者の意図や演奏者への影響への
洞察を与える

創造者や演奏者が歴史的／文化的
コンテクストのなかでどのように
諸要素を扱うかを分析することが
作品への反応を強化する

本質的な問い どのようにして芸術家は創造的決
定をおこなっているのか

どのようにして音楽の構造やコン
テクストの理解が演奏に影響する
のか

どのようにして音楽の構造やコン
テクストの理解が反応に影響を与
えるのか

プロセス構成要素 解　釈 解　釈

到達標準 創造者の意図を考慮した個人的解
釈を作る

創造者や演奏者の表現の意図を反
映した作品の解釈を支持する

永続する理解 演奏者は作品の個人的理解と創造
者の意図に基づいて，解釈上の決
定を行う

芸術の形での諸要素や構造の使用
を通して，創造者や演奏者は表現
の意図の手掛かりを与えている

本質的な問い どのようにして演奏者は音楽を解
釈するのか

どのようにして創造者や演奏者の
表現の意図を見定めているのか

プロセス構成要素 制作・評価・改良 リハーサル・評価・改良 評　価

到達標準 適切な基準を満たした作品を作る
ために選択された音楽のアイディ
アを発展させ修正する

個人での，あるいは他者と協力し
ての演奏や合奏を発展させ，評価
し，改良する

分析，解釈，確立された基準に基
づいた作品や演奏の個人的評価を
支持する

永続する理解 芸術家は，新しいアイディアや
（自分で生み出した，また外部の）
フィードバックへ心を開き，柔軟
性をもち，こだわり続けることを
通じて作品を作り・評価し・改良
する

音楽のアイディアを表現するため
に，演奏者は長い時間をかけて，
計画された練習，フィードバッ
ク，省察，協同を通してその作品
を分析し，評価し，改良する

芸術作品や演奏の個人的評価は分
析，解釈，確立された評価に基づ
いている

本質的な問い どのようにして芸術家は彼らの創
造的作品の質を改善しているのか

どのようにして演奏者はその演奏
の質を改善するのか

どのようにして私たちは芸術作品
や演奏の質を評価しているのか

プロセス構成要素 提示（present） 上演（present）

到達標準 制作者の意図を具現化し，技巧と
独創性を表す創造的作品を共有す
る

適切な解釈と技術的正確さ，聴衆
やコンテクストにふさわしい方法
で表現的に演奏されているか

永続する理解 芸術家の創造的作品の提示は創造
とコミュニケーションの過程の頂
点である

時や場所，文化によって変わる質
の標準に基づいて，演奏は評価さ
れる

本質的な問い 創造的作品が共有できるのはいつ
なのか

作品が評価できるのはいつなのか
どのようにコンテクストや演奏さ
れた作品が聴衆の反応に影響を与
えるのか

（The Draft Performance Standards Creating, Performing, Responding より筆者作成）
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特定の具体的な状況を超えて，個人的・社会的・文化

的・歴史的なコンテクストや創造者・演奏者の表現の

意図などの問題に適切にアプローチすることに主眼が

置かれている。

　第６学年から第８学年では，それまでの学習の集大

成として，これまで学習した内容を統合して複合的に

用いることにより，それぞれの立場での質の高い理解

や実践を実現することが目指される。また，この段階

では統一感と多様性，緊張と解放などの表現や理解

や，創作面での技巧が目指される。

３．２．米国コア音楽標準草案における聴取

　芸術に共通するプロセスや共通するプロセス構成要

素を基盤に作成された標準であることもあり，米国コ

ア音楽標準草案には聴取という芸術の過程やプロセス

構成要素は存在していない。活動標準に聴取の言葉

が出てくるのは，すべて反応領域である。さらに細か

く指摘するなら，プロセス構成要素「選択」の K か

ら２学年で「音楽の経験あるいは聴取」，第６学年以

降で「音楽を聴くあるいは演奏するために」という表

記がされている部分と，プロセス構成要素「分析」の

Pre K および K で「音楽セレクションを聴きながら」

というわずか８か所のみにしか聴取という言葉は存在

していない。

　確かにこれは記述上の問題である。諸芸術の間に共

通するプロセスには聴取という名称はそぐわないもの

であることは明白であるし，全米芸術標準の音楽分野

においても，内容標準６は確かに「音楽の聴取，分

析，説明」というタイトルであったが，既に聴取とい

う言葉は１か所でしか用いられていなかった。それを

ふまえれば，差し当たり反応の領域そのものが従来の

聴取の領域に関する内容であるとはいえるだろう。音

楽の選択，分析，解釈，評価からなるプロセス構成要

素も決して聴取の内容としてあり得ないものではな

い。

　しかし，選択から評価までの各プロセス構成要素は

創造や演奏といったプロセスにも内在している。さら

に，反応の領域ですら聴くことと演奏等が並列される

ことがある。聴取は確かに反応領域に分類されるが，

逆に反応の内容は聴取に限定されてはいないのであ

る。これらから反応を聴取として読み替えられないこ

とが導かれよう。選択，分析，解釈，批評などのプロ

セスは，あらゆる音楽のプロセスに内在している重要

な構成要素であり，聴取に限定されてはいない。この

ような意味で，聴くという特別な活動を前提にスタン

ダードを構成していた全米芸術教育標準と米国コア音

楽教育標準には重要な相違がある。

　また，反応以外の領域にはその活動の独自のクライ

マックスが設定されているにもかかわらず，反応の領

域にはそれに該当するものがない。これは演奏領域と

対比すると特に象徴的である。ステージ設定や照明，

盛装などの問題が演奏の問題として認識され，特定の

マナーによる上演行為が音楽のプロセス構成要素とし

て位置づいているにも関わらず，聴くことへの集中は

特権化されず，音楽のプロセスの構成要素として差別

化されなかったのである。

　米国コア音楽標準草案における様々な音楽の構成要

素は，これまで聴取の領域が重視してきた音楽の諸要

素の把握やそれに基づいた評価を軽視するものではな

い。演奏や作曲においても，聴くというプロセスやか

つて聴取の領域と思われていた内容は遍在している。

しかし，将来に亘る音楽への関与を目標とするこの新

たな標準では，音楽のプロセスに必要な認知能力の育

成は目指しているものの，聴衆の育成を目指していな

いように思われる。作曲家や演奏家の育成は目指して

いないものの，それらの専門家としての教育に対比さ

れるのは聴衆の育成を目指す教育ではなく，より能動

的に音楽活動に関与する市民の育成なのである。

おわりに

　本研究では米国の新たな芸術教育の標準について理

解を深めその草案での聴取の扱いを確認するために，

「概念枠組」と米国コア音楽標準の第８学年までの草

案を検討し，従来聴取の領域で育成が目指された能力

は重要な音楽学習のプロセスの構成要素であり続けて

いる一方で，新たな標準における反応領域は聴取と置

き換えできないという事実を確認した。

　音楽を聴取するプロセスは不可欠であるとはいえ，

聴くという行為を特権的に取り扱って音楽教育の一領

域とする発想は，歴史的には19世紀以降のコンサート

常連の育成を目指した独立領域としての音楽鑑賞教育

に由来する。すなわち，聴衆としてコンサートホール

に通う，あるいは特定の音源から音楽を静かに聴く

というマナーが支配的である限りにおいて効果をも

つ区分であった。しかし，実際には静謐な環境でのク

ラシック音楽の聴取を模範とする音楽聴取の理念型の

ほうが例外でしかなく，理念型と現実には大きなかい

離が存在していた。そのような意味では，先行して聴

取という独立領域を排し反応としてまとめた州のスタ

ンダードや，今回の米国コア音楽標準草案の採用した
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聴取という独立領域を設定しないという結論は必然で

あった。音楽の知的な理解と享受という過去の音楽鑑

賞教育が目指してきた芸術としての音楽の適切な聴き

方の枠組みを残して，聴取という歴史的な枠組みは標

準から姿を消したのである。

　これはもちろん音楽を聴くという行為の消滅を意味

するものではない。音楽は常に聴かれるが，聴くこと

そのものを目的にし洗練させようとする特殊な発想が

姿を消したというだけである。公教育としての芸術教

育に実生活上の有用性にどれほど寄与できるかを厳し

く問う米国の芸術教育事情が聴取という領域の終焉に

寄与したかもしれないものの，論理的にも創造者や演

奏者のための教育ではないことは聴衆の教育に限定さ

れることを意味しないため，音楽の諸要素を分析的に

把握し，解釈を理解したうえで評価するというプロセ

スが重視されている限りにおいて，今回の標準草案に

おける聴取の取り扱いは評価されてもよいだろう。三

村（2009）は，言語的説明能力重視の音楽鑑賞教育

に対する危惧に，音楽科固有の音楽的知覚と語彙を用い

る音楽リテラシーの育成という形で答えようとしたが21），

新しい米国の芸術教育標準の草案では，さまざまな音

楽リテラシーの活用を聴取に対する言語的活動に限定

せず，創造活動や演奏活動によっても評価することで，

21世紀スキルなどの強調の問題に対処しているように

みえる。

　ただし，今回の米国コア芸術教育標準草案の試み

は，芸術教育の新しい方向性を示したとまではいえな

いだろう。活動よりも認知のプロセスに重点化しよう

とする試みは NCCAS の想定している以上にこれまで

も幾度となく提案されてきたものであるし，音楽の諸

プロセスが分析や解釈，評価を含んでいるというの

は，さながら鑑賞力育成という目標を分有する形で米

国の音楽科が多領域化していった1930年代のようであ

る。違いがあるとすれば，20世紀初期であればよい音

楽の選択を重視していたものが，コンテクストや目的

に応じた適切さを強調する音楽観の影響を受けて目的

に即した音楽の選択へと変わった程度であろう22）。内

容に関してはまだまだ充実していない今回の米国コア

音楽標準草案が，どのような内容を充実させて正式な

標準として提案されるかには，さらなる注目が必要で

ある。
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